
業務管理体制の整備及び検査について

鹿児島県介護保険室
１ 趣旨

平成２０年の介護保険法改正により，平成２１年５月１日から，介護サービス事業者（法
人）は，法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管
理体制は，指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており，また，業務
管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

（目的） ① 介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保
② 指定取消事案などの不正行為を未然に防止
③ 利用者又は入所者の保護と介護事業運営の適正化

２ 業務管理体制の内容
事業者（法人）ごとに，事業所等の数に応じて，以下のとおりです。
なお，予防の事業所も算定します。
また，健康保険法の指定に基づくみなし事業所は算定しません。

③法令遵守に係る監査
②法令遵守マニュアルの整備

①法令遵守責任者の選任
事業所数２０未満 ２０以上１００未満 １００以上

① 法令遵守責任者の選任
法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任

② 法令遵守マニュアルの整備
業務が法令に適合することを確保するための規程（マニュアル）を整備

③ 法令遵守に係る監査
業務執行の状況の監査を実施

３ 業務管理体制の整備に係る届出
詳細及び様式等については，県ホームページで確認してください。
http://www.pref.kagoshima.jp
健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 介護サービス事業者の業務管理体制

整備に関する届出について
(1) 届出の内容

事業者の名称，主たる事務所（法人）の所在地，代表者，法令遵守責任者 等
(2) 届出区分

事業者（法人）は，業務管理体制を整備し，以下のとおり届け出ます。

事業所等の所在地 届出先
① 事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に所在 厚生労働大臣
② 事業所等が２以上の都道府県の区域に所在し，かつ，２ 事 業 者 の 主 た

以下の地方厚生局の管轄区域に所在 る 事 務 所 が 所
在 す る 都 道 府
県知事

③ 全ての事業所等が１つの都道府県の区域に所在 都道府県知事
④ 全ての事業所等が１つの指定都市の区域に所在 指定都市の長
⑤ 地域密着型サービス（予防含む）のみを行う事業者で， 市町村長

事業所が同一市町村内に所在

(3) 変更の届出
届出事項に変更が生じた場合は変更の届出を行います。
ただし，事業所数の変更については，業務管理体制に変更がない場合は必要ありません

が，20未満から20以上になった場合，県外に事業所を設けた場合は必要です。

４ 事業者（法人）の本部等への立ち入り検査等
業務管理体制の整備状況や，事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため，法

第115条の33，第115条の34の規定等に基づき，届出先機関が事業者に対する報告徴収や，事業
者の本部，事業所等への立入検査を行います。
(1) 一般検査

業務管理体制の整備・運用状況を確認するため，概ね６年に１回書面により実施します。
(2) 特別検査

指定等取消処分相当事案が発覚した事業者を対象として実施します。
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別記 

第１号様式（第２条関係） 

※ 受付番号  

 

業務管理体制の整備に関する届出書 
 

年  月  日  

鹿児島県知事      殿 

 

                        届出者 住所 

                            氏名                    印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

業務管理体制の整備について，介護保険法第115条の32第２項（第４項）の規定により，関係書類を添え

て次のとおり届け出ます。 

 

 ※ 事業者（法人）番号                  

事 

 

業 

 

者 

フ リ ガ ナ  

氏 名 又 は 名 称  

主たる事務所の

所在地 

(郵便番号   -    ） 

 

連  絡  先 電話番号  ファックス番号  

法人にあっては，

法人の種別 
 

法人にあっては，

代表者の職名，氏

名及び生年月日 

職名  

フリガナ  
生年 

月日 
 

氏  名  

法人にあっては，

代表者の住所 

(郵便番号   -    ） 

 

事業所の名称等及び所

在地 

事業所の名称 指定(許可)年月日 
介護保険事業所番号 

（医療機関等コード） 
所 在 地 

 

 

計    箇所 

   

介護保険法施行規則第

140条の40第１項第２

号から第４号までの規

定に基づく届出事項 

第２号 

法令遵守責任者の氏名（フリガナ） 生年月日 

 

 
 

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

区

分

の

変

更 

区分の変更前の行政機関の名称及び担当部(局)課  

事 業 者 （ 法 人 ） 番 号                  

区 分 の 変 更 の 理 由  

区分の変更後の行政機関の名称及び担当部(局)課  

区 分 の 変 更 日       年  月  日 
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注１ ※印の欄は，記入しないこと。 

２ 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の32第４項の規定による届出の場合は，同条第２項

の規定により届出を行った厚生労働大臣又は市町村長にも届け出ること。 

３ 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の40第１項第２号から第４号までの規定

に基づく届出事項の欄は，該当するものを○で囲むこと。 

なお，第３号に該当する場合は業務が法令に適合することを確保するための規程の概要を記載し

た書類を，第４号に該当する場合は業務執行の状況の監査の方法の概要を記載した書類を添付する

こと。 

４ 区分の変更の欄は，介護保険法第115条の32第４項の規定による届出の場合に記入すること。 

共通資料２－4



第２号様式（第２条関係） 

※ 受付番号  

 

業務管理体制の整備に関する届出事項変更届出書 

 

                                                             年  月  日  

 

鹿児島県知事      殿 

 

                        届出者 住所 

                            氏名                    印 

法人にあっては，主たる事務所の 

所在地，名称及び代表者の氏名 

 

次のとおり変更したので，介護保険法第115条の32第３項の規定により，関係書類を添えて届け出ま

す。 

 

 事業者（法人）番号                  

変更があった事項 変更の内容 

１ 法人の種別又は名称（フリガナ） 

（変更前） 

 

２ 
主たる事務所の所在地，電話番

号又はファックス番号 

３ 
代表者の氏名（フリガナ）及び

生年月日 

４ 代表者の住所及び職名 

５ 事業所の名称等又は所在地 

（変更後） 

 

６ 
法令遵守責任者の氏名（フリガ

ナ）及び生年月日 

７ 
業務が法令に適合することを確

保するための規程の概要 

８ 
業務執行の状況の監査の方法の

概要 
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注１ ※印の欄は，記入しないこと。 

２ 該当する事項の番号を○で囲むこと。 

３ 事業所の名称等及び所在地については，事業所又は施設の指定，廃止，休止又は再開に

伴う事業所又は施設の数の変更により業務管理体制を変更した場合に届け出ること。 

４ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要及び業務執行の状況の監査の方

法の概要については，組織の変更，規程の追加等により業務管理体制を変更した場合に届

け出ること。 

なお，事業所又は施設の数の変更により業務が法令に適合することを確保するための規

程の概要又は業務執行の状況の監査の方法の概要を変更した場合は，業務が法令に適合す

ることを確保するための規程の概要を記載した書類又は業務執行の状況の監査の方法の概

要を記載した書類を添付すること。 
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  （
別

表
）
 

事
業

所
の
名

称
等
及
び

所
在
地
 

№
 

 
 
 

事
業

所
の

名
称
 

サ
ー

ビ
ス

の
種

別
 

指
定
(
許
可

)年
月

日
 

介
護

保
険

事
業
所

番
号
 

（
医

療
機

関
等
コ

ー
ド

）
 

所
 
在
 

地
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

計
 

 
 

 
 
 

箇
所
 

 
 

 
 

注
 
１
 

事
業
所

等
に
つ

い
て

は
，
そ

の
指

定
を

受
け
た

サ
ー
ビ

ス
種
別

ご
と
に

１
事
業

所
と
数

え
，
そ
れ

ぞ
れ

記
載
し

ま
す
。（

事
業

所
番

号
が
同

一
で

あ
っ

て
も
，
サ

ー
ビ

ス
種
別

が

異
な

る
場

合
は
異

な
る
事

業
所
等

と
し
て

数
え
ま

す
。
）
 

（
例
）
『

厚
労

園
ヘ
ル

パ
ー

ス
テ

ー
シ
ョ

ン
』
と

い
う
事

業
所
が

，「
訪

問
介

護
」
と

「
介

護
予

防
訪
問

介
護
」

の
指
定

を
併
せ

て
受
け

て
い
る

場
合
，

そ
の
事

業
所
数

は
「
２

」
 

２
 
名
称

等
が
同

一
の
事

業
所
等

で
あ
っ

て
も
省

略
せ
ず

に
記
載

し
て
く

だ
さ
い

。
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（単位：事業者数）

未実施
・ない

72

26

4

4

65

50

0

41

9

10

9

22

20

6

17

173

162

9

9

16

48

22

83

48

８　業務管理体制の整備に係る特別な取組み 別紙のとおり

159

6

17

170

170

163

業務
執行
状況
の監
査

検
証・
見直
し

148

法令
等違
反行
為の
処理

法令遵守責任者

研修
等 ５－２　自ら実施の研修等での業務管理体制に関する研修実施

154

30

各事業所の職員

確認を行う職員
（複数可）

135

69

４－５　改善策の各事業所等への周知等運営の改善

５－１　自ら実施の研修等での身体拘束廃止・高齢者虐待防止に関する研修実施

４－２　従業員から法令・基準違反についての内部通報

４－３　利用者等からの相談・苦情等中，法令等違反と考えられる事項の報告

４－４　法令・基準違反の通報又は事故等報告の場合の事実関係の調査，検証体制の確立

３－３　法人役員や各事業所の従業者に対する関係情報や改定内容等の周知方法

３－４　法令遵守責任者と同法人内の各事業所等の間での情報交換の場の設定

４－１　介護サービス提供・報酬請求等の法令・基準等に基づく実施の定期的確認

　　　　　 法令等の遵守に係る基本方針等の従業者等への周知

２－５　緊急時における，従業者から法令遵守責任者への連絡体制の確立

法令遵守責任者以外の
法人役員

各事業所の管理者

６－２　実施要領及び内部監査計画の制定　　　【事業所(施設)の数100以上の場合のみ】

７－１　法令遵守のための研修・会議等の内容・周知方法等についての検証，見直し

７－２　業務管理の体制・業務内容の見直しを図った事例の有無

６－１　定期的な監査の実施　　　　　　　　　【事業所(施設)の数100以上の場合のみ】

７－３　見直し内容の従業者等への周知

うち内部監査

うち外部監査

157

96

126

161法令遵守責任者以外が確認した場合の確認結果の報告

107

153

1

131

175

175

114

114

128

160

159

２－１(1)　法令等の遵守に係る基本方針等の制定

３－２　上記情報に基づく既存の規程，資料等の内容改定

２－２　法令遵守責任者に伝達する役割の「法令等遵守担当者」の配置

２－３　問題発生時，従業者から上司に報告相談することが日常的にできる体制の確立

２－４　従業者が法令遵守責任者に対して，法令遵守状況を適切に報告・相談できる体制
        の確立

２－１(2)　法令遵守規程を組織の承認を得た上で従業者等へ周知
                                             　　　【事業所(施設)の数20以上の場合のみ】

令和元年度業務管理体制整備一般検査における自己点検報告書取りまとめ（県計）

実施
・ある

法令
等遵
守関
連情
報

業務
管理
体制
の整
備・
周知

法令
遵守
責任
者

別紙のとおり

３－１　行政機関，事業者団体等からの法令遵守に係る情報の収集方法

検査実施事業者数 179

１－５　法令遵守責任者の介護サービス事業所全体の法令等遵守状況の把握

点　　検　　内　　容

１－２　法令遵守責任者の役割の規程等の制定

１－１　法令遵守責任者が行っている具体的な業務内容

１－３　法令遵守責任者の氏名及び役割の従業者等への周知

１－４　法令遵守責任者の，介護保険に関する各種法令・基準についての知識の習得

別紙のとおり

別紙のとおり

160

157

1 / 3 ページ
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別紙

１－１　法令遵守責任者が行っている具体的な業務内容

２－１(1)　法令等の遵守に係る基本方針等の従業者等への具体的周知方法

・責任者会議・研修等を通じて職員に説明を行い周知
・毎年の事業計画，職員ミーティング，終礼等を通じて周知
・部署別研修会及び各職員へのコンプライアンスの配布により周知
・職場の基本ルールを職員に配布。
・業務マニュアル集への掲載。
・就業規則・法令遵守管理規定の備え置き
・施設内に掲示
・業務管理体制整備規定等の掲示
・共有フォルダーによる閲覧による周知
・雇用時に説明

・職員会議，朝礼，責任者会議等にて周知
・事業所内ごとの内部研修を通して周知
・管理者を対象とした会議において管理者に説明し，当該事項を職場内会議等を通じて職員に周知
・組織図に明記し，各支所・事業所に配付して周知
・業務マニュアル集へ掲載
・書面等の掲示
・回覧・共有フォルダーによる閲覧による周知
・理事長・役員への説明実施。経営会議の開催。
・部署別研修会及び各職員へのコンプライアンスの配布により周知
・法令遵守管理規定の備え置き

３－１　行政機関，事業者団体等からの法令遵守に係る情報の収集方法

・集団指導資料・市町村主催の研修会
・国・県・市町村・各団体等からの通知
・国・県・市町村等のホームページ閲覧
・インターネット情報及びメールサービス
・WAMネットの閲覧
・新聞・TVのメディア・機関誌等の確認
・行政担当者や会計士，労務士との面会

１－３　法令遵守責任者の氏名及び役割の従業者等への周知方法

・法人の法令遵守の取り組み状況の把握
・関係法令等の情報収集及び周知
・法令遵守に係る職員研修
・法令違反があった場合の時の事実確認及び改善策の検討・実施
・法令遵守の仕組みを定め。不正行為等の早期発見と是正を図る。また，情報収集を行い，周知する。
・運営規程等に基づく不正防止や運営適正を図るための取り組み
・従業者に対する法令遵守の指導及び管理
・毎月の請求時に，各事業所の月間運営状況及び加算等取得状況を確認した上での請求
・毎年開催される県主催の集団指導実施前に，主眼点及び着眼点の内容，加算の取得要件等を確認するなど，解釈に誤り
がないよう，各種法令の遵守徹底に努めている。
・コンプライアンス研修の実施（全職員），コンプライアンス違反があった場合の事実確認及び改善策の検討，実施
・法人及び事業の組織体制に関する提案，法令遵守に関する本規程の改廃に関する提案，法人の事務遂行状況を法令遵守
の観点から確認

１－２　法令遵守責任者の役割を定めた規程名等

・法令遵守規程
・決裁規程
・業務分掌規程等
・業務管理体制整備規程
・就業規則
・業務管理体制整備方針
・法令遵守マニュアル
・業務管理体制整備マニュアル
・コンプライアンスマニュアル
・組織図
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・理事会，評議員会において役員に説明
・法人幹部会議で説明
・管理者会議・経営会議等での役員・管理職への説明
・所属長会議や各事業所内部ミーティングにおいて周知
・全体研修（内部）及び朝礼等
・各事業所の職場内会議等で従業者に周知
・業務改善会議及び学習会による周知
・資料の回覧等での周知

３－３　法人役員や各事業所の従業者に対する関係情報や改定内容等の周知方法

・月末２５日から月初めの１週間を毎月確認週間としている。
・定期的に開催される福祉事業課代表者会議にて，運営基準や法令遵守等について確認し，法令遵守の徹底を諮ると同時
に，毎月
開催する各事業所の定例会において基準の解釈他，虐待防止や身体拘束防止を含めた権利擁護等研修も毎年実施してお
り，組織
全体で法令遵守の徹底に努めている。
・新聞，テレビで報道されている法令違反事例について，スタッフ会議等において照会したり，プリントアウトして配っ
たりすることで意識付けを行っている。

７－２　業務管理の体制・業務内容の見直しを図った具体的事例

・法令遵守責任者の変更
・法令遵守担当者の補佐を各事業所の主任が行うようにした。
・管理職者の業務の解消。
・複数事業所に管理者の他に責任者を配置
・管理者の下に主任（２名）を配置し，管理業務，相談業務，時間外業務等が一人に集中しない体制を整備
・職員の増員・人員配置の見直し，入所者処遇の見直し，形骸化している会議の廃止
・副施設長を業務管理体制に組み込んだ。
・各部署管理職の法人内統一化と施設各部署に副管理職を配置し，職務権限と責任の明確化
・部署責任者の業務負担を減らすため，時間帯職員配置（非常勤職員）
・法人内の管理者会議を基本的に毎月開催することとし，迅速に対応できるようにした。
・法改正等，随時業務内容を検討し必要に応じて見直しを行っている。
・主眼事項・着眼点を用いた法令遵守の確認を管理者やケアマネが先ず行い，法令遵守責任者へ報告し確認を行う。
・業務内容の見直しや業務改善の為のタブレット導入等

３－４　法令遵守責任者と同法人内の各事業所等の間での具体的な情報交換の場

・日々の業務の中で常に情報交換
・毎月の法人運営会議，施設長会議，主任会議，経営幹部会議，管理職定例会議，職員会議等にて情報交換
・毎月の業務報告及びにおいて情報交換
・朝礼で情報交換を実施
・事業所からのチェックシートによる業務報告において情報交換
・業務日誌と日々のミｨーティングにおいて情報交換
・資料の回覧

８　業務管理体制の整備に係る特別な取組み

６－１　定期的な監査の具体的実施方法
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